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今回の資料送付のご案内 

新聞記事のご紹介 

郷友              ５・６月号 

岡山大学メールマガジン     １６～１８号号 

おかやま産業情報        年度末号 

行政岡山            ３～４月号 

岡山建設業協会 会報      ２～４月号 

ｅコミ。おかやま        ３月号 

 

 

 

Oniビジョン「もっと知りたい！」／RSKラジオ｢敷居のめぇ～っちゃ低い法律相談所｣ 

 皆さんお元気ですか。いい季節になってきました。 

 ２月のパラオ視察旅行（４～５頁の旅行記をご覧くださ

い。），３月の岡山相続フォーラム（有難いことに大盛況で

した。），４月の岡山県中小企業団体中央会主催のフィリピ

ン介護経済ミッション（これは話せば長くなるので省略。）

などの行事があったほか，４月からは，平成２７年度の岡山

市包括外部監査の仕事も始まりました（今年度は，教育と保

育の現場の事務，事業を監査する予定。）。 

 夏休みまでもうひと踏ん張りです。 

 

 

 ４月から Oni ビジョンの新コーナー「もっと知りたい！」に出演中。直近の放送は，４月の「自

転車事故には要注意！」，５月の「大型連休と有給休暇－飛び石連休をつなげることができる？－」

でした。毎月何回か放送されますので，是非ご覧になって下さい！ 

 RSK ラジオ「敷居のめぇ～っちゃ低い法律相談所」は，毎週火曜日午後７時からの放送。皆さま

から番組に寄せられた身近に起こる様々なトラブルを法律の専門家たちとともにお答えします。 

｢もっと知りたい！｣にて。佐々木さ

んとのカラミは久しぶり。 

レディオモモ「DJ 大人スタイル」にゲスト

出演。松田社長らとの３ショット。 

平成２６年度の岡山市外部監査報告

書「区役所，支所の事務，事業」を

大森岡山市長に提出しました。 

http://kobayashilawoffice.p-kit.com/
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おかやま相続フォーラムのチラシ（平成２７年３月１５日開催） 

 

OHK「なんしょん？」でおかやま相続フォーラムの宣伝（平成２７年２月２０日） 
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平成２７年３月３１日 

山陽新聞 

 

平成２６年度の岡山市包

括外部監査報告書を提出

したときの記事です。監査

報告書提出は結構迫力が

あるのですが，この新聞記

事は今一つ迫力が伝わっ

てないような（泣）。 

平成２７年５月１０日 

山陽新聞たまの版 

 

玉野人づくり大学５周年記

念講演の記事です。演題は何

と「生活を豊かにする法律と

温泉の話」。法律よりも温泉

の方が食い付きが良かった

（笑）。 

温泉は五感で楽しめるこ

と，温泉の効能，日本三名泉，

三古泉，三大美人湯などの解

説，私がインパクトを受けた

温泉，温泉業界を取り巻くさ

まざまな問題点などをじっく

りと。 
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************************************************************************* 

■□  法（ほう）～納得！ 第１６号  □■  平成２７年 ３月 ２日発行 

************************************************************************* 

 

● 所沢市で実施された「住民投票」制度って何？ 

 

 平成２７年２月１５日，埼玉県所沢市で「小中学校教室へのエアコン設置」を巡って住民投票が実施され

ました。投票率は，３１．５４％と決して高いものではありませんでしたが，賛成票が有効票の過半数に達

しました。所沢市の住民投票条例では，賛否の票の多い方が有資格者数の三分の一以上となった場合「結果

の重みを斟酌しなければならない」との規定が存在しましたが，投票資格者総数の三分の一には達しなかっ

たようです。 

 「住民投票」とは，「特定の問題について，住民が直接に意思を示す制度」をいいますが，今回は，この

住民投票の制度についてお話しようと思います。 

 

１ 住民投票制度の種類 

(1) 現行法上制度化されているもの 

ア 議会の解散請求があったとき→選挙権を有する者３分の１以上の署名を得て，その地方公共団体の選挙

管理 

  委員会に対して議会の解散を求める請求があった場合は，住民投票に付し，結果，過半数の同意があれ

ば議会は解散することになります。 

イ 議員または長の解散請求があったとき→選挙権を有する者の３分の１以上の署名を得て，その地方公共

団体の選挙管理委員会に対して議員または長の解職を求める請求があった場合は，住民投票に付し，結

果，過半数の同意があれば議員または長は失職することになります。 

ウ 地方自治法特別法に関する住民投票→ひとつの地方公共団体のみに適用される特別法は，その地方公共

団体の住民投票においてその過半数の同意を得なければ，制定することができません。 

エ 合併協議会の設置についての住民投票→議会で否決された住民請求による合併協議会設置について，改

めて合併請求市町村の長または６分の１以上の有権者は住民投票に付することを請求できます。 

上記(1) 以外で，地方公共団体が定める条例に基づき住民投票することもできます。なお，条例による住

民投 

票を行うためには，住民投票条例の制定が必要となります。 

 今回の所沢市の住民投票は，『防音後者の防湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例』に

基づいて実施されました。 

 

２ 住民投票の法的拘束力 

 条例で定める住民投票制度は，住民の利害に関連をもつ市政運営上の事項について，直接住民の意思を確

認するために行われるもので，あくまでも議会制間接民主主義を補完し，住民の意思を把握するための制度

です。そのため，住民投票に法的拘束力はなく，首長は住民投票によって示された意見を最大限に尊重する

ことが望ましいとされるにとどまります。 

 このように住民投票の結果には法的拘束力はありませんが，住民の意見は尊重されることにはなります。 

 したがって，住民投票が実施される場合には，教職員の皆さんも投票に行かれるとともに，学生にも投票

を呼び掛けていただきたいと思います。なお，学生の中には住民票を移す手続きを怠っている者もいる可能

性がありますので，まずは転出届・転入届の手続きを行うよう促すようお願い致します。 
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************************************************************************* 

 ■□  法（ほう）～納得！ 第１７号  □■  平成２７年 ４月 １日発行 

************************************************************************* 

 

● ドタキャンには要注意 

 

 ３月～４月は，歓迎会・送迎会やお花見が多く開催され，週３回は飲み会，毎週土日は飲み会で全て埋ま

っているという方も多いでしょう。このような歓迎会・送迎会・花見会では，幹事さんはお店の予約以外に

も，参加者のドタキャン（直前のキャンセルのこと）に対応する必要があるなど気苦労は絶えないものです。 

 幹事さん泣かせのドタキャンですが，今日はこのドタキャンについてお話します。 

 

 最近は，旅行会社やホテルの約款のように「●日前から●日前までのキャンセルは，料理代金の●％をキャ

ンセル料としていただきます。」とＨＰなどで明示されているお店も増えてきました。では，このような記

載がない場合，ドタキャンをしても一切キャンセル料は発生しないのでしょうか。 

 

 歓迎会・送迎会・お花見の幹事さんの仕事の流れは一般的には次のようになります。 

(1)外せない人の日程確認→(2)参加者を募る→(3)日時を確定してお店に予約の電話をする→(4)参加者に確

定した日時・場所等を周知する→(5)当日を迎える。 

 法律的には，お店との契約は上記の(3)，つまり，お店に予約の電話を入れお店が「●日に●名，予算●円で

承りました。」と言った時に，契約は成立しています。不思議に思う方もおられるかもしれませんが，この

ように口頭の合意であっても，契約の成立となります。 

 契約が成立すれば，お店は，その日の料理提供に向けて仕入れやバイト増員などの準備を始めます。大人

数の予約の場合には，店を貸切にし，他の予約を断っていることもあります。 

 このようにお店は準備を始めますが，店を貸切にして他の予約を断っていたような場合にドタキャンがさ

れると，食材費，人件費，他の客から得られたであろう売上の分が得られないという損害が発生する可能性

があります。このような損害が実際に発生した場合で裁判が提起された場合，全額が損害賠償額として認め

られるかは難しい問題ではありますが，一定額が損害として認められる可能性は十分にあるので，注意が必

要です。 

 弁護士費用をかけてまでお店がドタキャンしたお客を訴えることは実際にはあまり多くはないとは思い

ますが，店に多大な迷惑をかけるという事実を認識し，皆さんには飲み会参加の可否について検討していた

だきたいと思います。 

 

 今日は，紙面の余白がありますので，一つお酒に関連するお話をしようと思います。 

 皆様は，「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」という法律があることを御存知で

しょうか。この法律の第４条第１項は，「酩酊者が，公共の場所又は乗物において，公衆に迷惑をかけるよ

うな著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは，拘留又は科料に処する。」と規定されています。お酒に酔っ

て大学構内等でリバースをしたとしても，「著しく粗野又は乱暴な言動」には該当しないとは考えられます

が，いずれにせよ，お酒は自分のペースを守って飲まなければならないことを認識させる法律です。 

 

 今日のドタキャンに関連して，お店から損害賠償請求を受けたり，「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為

の防止等に関する法律」に基づき逮捕されたというようなことが起これば人生の一大事ですので，弁護士に

すぐに御相談下さい。 
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************************************************************************* 

 ■□  法（ほう）～納得！ 第１８号  □■  平成２７年 ５月 １日発行 

************************************************************************* 

～ 高速道路上の歩行者との交通事故 ～ 

 

 ５月の大型連休，８月のお盆の他，今年は９月にも大型連休があり家族や友達との旅行を計画されている

方も多いと思います。そして，大型連休中のニュースとして必ず報道されるのが高速道路での交通事故です。

そこで，今回は，高速道路上での交通事故についてお話しようと思います。 

 

● 歩行者をはねてしまった場合 

１ 一般道路の場合 

 一般道路において自動車走行中に歩行者をはねてしまって怪我等をさせたりすれば，過失運転致死傷罪

（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第５条）の罪に問われます。 

 この「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」（通称：自動車運転死傷処罰法）

が成立した背景は，従来は，飲酒運転など悪質な運転で死傷事故を起こしても「危険運転致死傷罪」の適用

が見送られるケースがあり，より事故の発生実態に即した法整備が求められていた点にあり，この法律は平

成２６年５月２０日から施行されています。 

 自動車の運転手は，車の進行方向を注視して進行する義務，すなわち前方注視義務を負っています。そし

て，一般道路においては，歩行者もいたるところに存在していることから，歩行者をはねれば前方注視義務

に違反したとされることが大半です。 

 

２ 高速道路の場合 

 他方，高速道路で歩行者をはねた場合はどうでしょうか。高速道路は，歩行者の侵入は禁止されています。

そのため，高速道路を自動車で走行している場合には，歩行者の存在を予測し注意しながら走行することで

は求められているものではありません。したがって，高速道路上で中央分離帯を越えて歩行者が自己の走行

車線に進入してきたような場合には，前方注視義務に違反したとまではされない可能性があります。 

 もっとも，前方に事故車が停車している場合等には，人がその車から降車することは十分に予想されます。

また，ＳＡの駐車場でも人の存在は多く予想されるものであります。このように，人が存在することが予想

される場合，予想が可能であったのに漫然と自動車と走行させたという事情が認められやすく前方注視義務

違反として罪に問われる可能性があるため，十分な注意が必要です。 

 

● 逮捕されたら，有罪なの？ 

 上記のように一般道路でも高速道路でも歩行者をはねるという事故を起こした場合には，「現行犯逮捕」

されることが多いです。しかし，現行犯逮捕されていたとしても，上記の様に，「前方注視義務に違反した

とまではいえない」と評価される場合もあり，このような場合には有罪とはならない可能性もあります。 

 このように，逮捕イコール有罪というわけではありませんが，人をはねたという事実が消えるわけではあ

りません。そして，その人には家族もいます。ご自身が被害者になる可能性もあれば加害者になる可能性も

十分にあるため，自動車の走行，特に死亡事故となる確率が高い高速道路での走行には十分注意し，旅行を

楽しんでください。 
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湯ノ花温泉（福島県） 

秘湯とは，人里離れた交通の不便な，夜は怖いくらい静かな，普通の旅行客があまり

来ない源泉掛け流しの一軒宿。まぁー，とにかく東北は秘湯が多い。その中でも福島県

は，奥会津，南会津，猪苗代の北の方など秘湯のオンパレード。 

今回は，南会津の湯ノ花温泉をご紹介。分類上は単純泉ですが，硫黄やいろいろなミ

ネラルがたくさん万遍なく入っているという感じのピリっと感のある良泉。ここは，普

段は旅行客がほとんど来ないのですが，何と共同湯が４か所あります。天神の湯，石湯，

弘法の湯，道端の湯。しかし，天神湯と石湯は熱い！というか熱過ぎる。天神の湯は周

りに洗面器でお湯を少しずつ冷やしながら入るやり方です。ちなみに，水をくべられま

せん。足を入れたところ，軽い火傷をしました。もう一つの石湯は細いホースで水はく

べられるのですが，熱い源泉の量が多すぎて結局熱くて入れませんでした（地元のおじ

いさん，おばあさんは入っておられました。ちなみに混浴です。）。 

一番良かったのが，民宿本家亀屋の持ち湯の温泉小屋がベストでした。足元から湧い

ており，硫黄臭が香り，しかも適温。レベルの高い温泉です。 

最後に，湯ノ花温泉から車で１５分ほどの木賊（とくさ）温泉の共同湯。底から直湧

きで感動。ここは，全国的にも有名ですよね。福島県の温泉，こんなもんじゃありませ

ん。もっと凄いのがゴロゴロしてます（笑） 

 

 

  

天神の湯 

熱いのに水をくべれません。 

 

  

石湯 

石が建物の内側までせり出し

ています。熱すぎて，地元の

人しか入れません。 

 

  

民宿本家亀屋の湯小屋 

ボロい小屋がシブイ！ 

知らないと温泉があるこ

とは分かりません。 

 

  

木賊温泉の共同湯 

底から直湧き。震災の影響で

湯の出が少し悪くなったとの

こと。 


